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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者
数
が
全
世
界
で
十
万
人
を
超
え
、
感
染
拡
大
が
続
く
中
で
、
経
済
活
動
も
長
期
停

滞
傾
向
を
強
め
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
経
済
状
況
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
令
和
二
年
三
月
九
日
、
給
与

に
対
し
て
課
さ
れ
る
給
与
税
の
減
税
や
、
企
業
向
け
の
金
融
支
援
な
ど
の
経
済
対
策
を
検
討
し
て
い
る
と
明
ら
か
に
し
た
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
続
き
、
金
融
市
場
を
は
じ
め
国
内
に
動
揺
が
広
が
る
中
、
収
入
減
に
見
舞
わ
れ
た
労
働
者

や
業
界
を
支
援
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
、
国
民
生
活
へ
の
影
響
を
抑
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。 

 

一
方
、
わ
が
国
の
経
済
の
状
況
は
、
そ
も
そ
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
広
が
る
前
か
ら
、
昨
年
秋
の
消
費
税
増
税

等
の
影
響
に
よ
り
、
昨
年
の
十
～
十
二
月
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
の
改
定
値
が
前
期
比
年
率
換
算
で
マ
イ
ナ
ス
七
・
一
％

と
な
り
、
既
に
景
気
は
減
速
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
が
二
月
七
日
に
発
表
し
た
毎
月
勤
労
統
計
（
速

報
）
に
よ
る
と
二
○
一
九
年
の
労
働
者
一
人
あ
た
り
の
月
額
現
金
給
与
総
額
（
名
目
賃
金
）
は
三
十
二
万
二
千
六
百
八
十
九
円

と
、
前
年
比
で
○
・
三
％
減
り
、
六
年
振
り
に
前
年
を
下
回
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
日
本
経
済
が
統
計
上
も
悲
観
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
中
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
伴
う
様
々



 

２ 

 

な
社
会
経
済
活
動
の
制
約
に
よ
っ
て
、
実
体
経
済
が
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
状
況
が
生
ま
れ
て
お
り
、
景
気
の
落
ち
込
み
は
日

を
増
す
ご
と
に
深
刻
に
な
っ
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
国
民
生
活
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
、
国
民
の
間

に
広
が
る
動
揺
と
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
の
、
減
税
を
含
む
抜
本
的
な
経
済
政
策
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
る
日
本
経
済
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
す
る
た
め
、
全
て
の
手
段
を
使

い
、
包
括
的
で
大
胆
な
経
済
対
策
を
策
定
す
る
か
。 

二 

前
記
質
問
一
に
つ
い
て
、
消
費
低
迷
打
開
の
た
め
の
消
費
税
率
五
％
な
い
し
〇
％
へ
の
減
税
を
含
め
る
べ
き
と
考
え
る

が
、
政
府
と
し
て
如
何
。 

三 

今
回
特
に
影
響
の
大
き
い
航
空
、
観
光
、
興
行
、
飲
食
等
の
業
界
に
つ
い
て
、
現
在
大
企
業
に
停
止
中
の
繰
戻
し
還
付
制

度
の
停
止
解
除
、
減
税
、
繰
延
納
税
等
の
支
援
策
を
検
討
す
る
か
。 

四 

休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
た
め
に
収
入
が
断
た
れ
た
、
こ
れ
ま
で
の
支
援
策
で
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
労
働
者
、
非
正
規
雇
用

の
労
働
者
へ
の
支
援
と
し
て
、
所
得
税
減
税
を
含
め
た
支
援
策
を
検
討
す
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


